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平成30年８月開成町教育委員会定例会 会議録 

 

日  時： 平成30年８月23日(木) 15時00分～16時40分  

場  所： 開成町民センター 小会議室Ａ 

出席者： 鳥海教育長、村岡教育長職務代理者、露木委員、上野委員、本澤委員  

【事務局】加藤参事、中戸川教育総務課長、田中子ども・子育て支援室長 

 

 

１ 開会          教育長より開会の宣言  

 

２ 会議録署名人の指名   上野委員が指名された。  

 

３ 議事  

 

《協議事項》  

（１）開成幼稚園における幼児教育（３年間教育）の実施について 

 ①開成町立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

②開成町立幼稚園則の一部改正について 

③その他 

 ・資料1-1から資料1-3について事務局から説明した。 

 

○教育長 

 

○委員 

 

 

 

○教育長 

 

 

 

 

○委員 

 

○委員 

 

 

○事務局 

 

 

 

○委員 

 

 

○教育長 

説明が終わりました。まず資料1-3の３年間教育の全体像について

意見を伺いたいと思います。 

学級編成の欄で、子ども・子育て支援法における教育標準時間に

係る公定価格の基本構造を目安にしながら、年長、年中は30名、

年少は20名とあるのに対し、上の表では１学級35名以内となって

いますが、この違いは何ですか。 

学校教育法上の学級編成基準は35名以内であるのに対し、子ど

も・子育て支援法では４、５歳児は30名程度、３歳児は20名程度

となっていて、本来このくらいの人数にしたいのですが、施設な

どの関係もあり、学校教育法上の基準を用いながら子育て支援法

上の基準に近づけていきたいと考えています。 

この資料上、学級編成の人数が紛らわしいので、今後、さまざま

な場面で説明される際は、文言を整理した方が良いと思います。 

教職員の配置の件で、幼稚園の現場では不審者などの対応に不安

があるとの声を聞きました。養護職や非常勤の職員は安全確保を

兼ねるのでしょうか。 

全体の職員が増えるという点では人の目が増えますので、間接的

に安全性は確保しやすくなりますが、警備員を新たに雇用するよ

うなことは考えていません。また、園長先生の勤務時間の変更に

ついても検討しています。 

３年間教育を実施していくにあたって、保護者によってはこれま

でどおりの２年間を希望される方もいられると思います。この場

合は転入という扱いになるのでしょうか。 

３年間の中で、いつ、どの学年からでも途中入園は認めます。そ
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○事務局 

 

○委員 

 

○教育長 

○委員 

 

○教育長 

 

○委員 

 

○教育長 

 

 

○委員 

 

○教育長 

○委員 

 

○教育長 

 

 

○委員 

 

○教育長 

 

 

 

○委員全員 

○教育長 

 

○委員全員 

 

れを転入と呼ぶか、新入園と呼ぶか。他の園に在園してから開成

幼稚園に入る場合は転入で良いと思いますが、それ以外の場合の

呼び方は難しいです。 

今までも、年度の途中などから入園される事例はあり、途中入園

と呼んでいます。 

確認したいのは３年間に捉われず、保護者の希望で２年、１年と

いった入園ができるということで良いですね。 

そのとおりです。 

２ページの特色で「すてきさん」という言葉を使っていますが、

私たちは分かりますが一般の人が理解できますか。 

今後、入園要項などすべてこの表記で進めていきますので、「す

てきさん」の意味を補足する記述を入れるようにします。 

特色２の「具体的な取り組み」の体験活動の例で、入・卒園式を

入れることがどうでしょうか。 

幼稚園要領の中の位置づけとは別に、園の入・卒園式の行事はた

くさんの人を招き、教育の成果の発表の場ともしているので、特

色として入れました。 

今後は臨床心理士、栄養士、養護教諭が増えるということでしょ

うか。 

今も配置していますが、充実させていくという意味です。 

３歳児を支援する職員が４、５歳児より必要と先生たちが言って

いましたが、どのように考えていますか。 

現状では、学級一人は最低つけるように考えています。特に生れ

た月で同じ学年でも違いはあると思いますので、入園希望者の状

況を見ながら考えていくしかないと思います。 

３歳児教育を開始するにあたって、支援員を手厚くつけていると

いうのも売りになると思います。 

それではこれを踏まえまして、開成町立幼稚園の管理運営に関す

る規則の一部改正について協議したいと思います。ご意見はあり

ますか。 

ご意見はないようですので、ご承認いただけますか。 

異議はありません。 

次に開成町立幼稚園則の一部改正についてご意見を伺います。 

ご意見はないようですので、ご承認いただけますか。 

異議はありません。 

 

 

（２）その他 

 ・なし 

 

《報告事項》  

（１） 開成町子ども・子育て支援活動助成事業について 

 ・資料２に基づき新たな助成事業の開始と助成決定について事務局から説明した。 

（２） 開成小学校水泳授業の実施結果について 

 ・資料３に基づき２年目となる開成小学校水泳授業の実施結果について事務局から説

明した。 
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（３）文命中学校各部等の夏季大会結果について 

・資料４に基づき文命中学校各部等の大会結果について事務局から説明した。 

（４）開成町議会９月定例会について 

 ・資料５に基づき９月定例会の一般質問について事務局から説明した。 

（５）経過報告、今後の予定 

・資料６について事務局から説明した。 

・小学校運動会の割振りについて次のとおりとなった。 

 開成小…教育長、露木委員  開成南小…村岡委員、上野委員、本澤委員 

 ・次回の定例教育委員会は９月 26 日（水）15:00 からとなった。 

（６）開成町立学校の様子について 

 ・夏休み中の子どもたちの様子、夜間パトロールの結果などについて教育長から報告

した。 

（７）その他 

 ・なし 

 

 

４ 閉会          教育長より閉会の宣言  

 


